
令和７年度 第２回犯罪被害を学ぶ会 

 

令和７年１０月２１日(火) 

午後２時～午後４時 

守山文化小劇場 

 

 

１ あいさつ 

 

 

 

 

２ 朗読劇・講演 

 （1）講演「闇サイト殺人事件の被害者遺族となって」 

講師：NPO 法人犯罪被害当事者ネットワーク緒あしす 

磯谷 富美子氏 

 

 

 

 （２）講演「支援の現場から 二次的被害について」 

   講師：公益社団法人 被害者サポートセンターあいち  

支援活動委員長 小島 きぬ子 氏 

 

 

 

 

３ その他 

・アンケートご協力のお願い 

・犯罪被害者等支援にかかる講座のご案内 



　緒あしすは、殺人事件遺族の呼びかけにより、2000年9月に東海地方では初めての犯罪

被害者自助グループとして発足し、2015年９月に法人化しました。

　緒あしすＣａｆｅ（体験や想いを分かち合うグリーフワーク、当事者交流会）・緒あしす

Ｌａｂｏ（関係機関や専門家との意見交換会、勉強会）を開催。

被害者の現状や支援の必要性を社会に伝える場として犯罪被害者支援企画「いのちかなでる」、

音楽で犯罪被害者を応援するプロジェクト♪ いのち奏でる♪ 、犯罪被害者支援パネル展 ～ね

がい～ を企画開催し、犯罪被害者の支援拡充のために、そして「被害者の視点」に基づく施

策が進められていくように活動を続けています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

NPO法人 犯罪被害当事者ネットワーク 緒あしす

ｈｔｔｐ//：ｏａｓｉｓ２０００．ｃｏｍ

◇｢緒あしす｣語源

　・オアシス（英語oasis）　①砂漠の中の緑地　②慰安・憩いの場所

　・緒（を）　①へそのを　②糸や紐など、物を結ぶものに使うもの　③はなお

　　　　　　　④楽器に張ってかき鳴らす糸・弦　⑤物事の長く続くこと　⑥抱き続ける思い

　　　　　　　⑦｢玉（＝魂）の緒｣（古語）から生命

◇目的

　　この法人は、生命・身体犯（主に殺人や傷害致死等）により被害を受けた者、並びにその

　　家族及び遺族（以下｢犯罪被害者｣という）の回復、立ち直り支援、各種の支援事業を行う

　　とともに、犯罪被害者及びその関係者に係る問題の改善や解決を図り、犯罪被害者を社会

　　全体でサポートする環境作りに寄与することを目的とする。

◇事業

　・犯罪被害者に対する必要な情報提供事業

　・犯罪被害者の自助及び相互援助事業

　・犯罪被害者の支援等について、社会全体への広報、啓発活動事業

　・安全で安心に暮らせるまちづくりのための防犯及び地域環境づくり事業

　・関係機関、団体との連絡、連携、協働事業



　犯罪被害者支援企画 「いのちかなでる」

　♪音楽で犯罪被害者を応援するプロジェクト♪　いのち奏でる

　犯罪被害者支援パネル展　～ねがい～

　　　 ≪ ＮＰＯ法人犯罪被害当事者ネットワーク緒あしす ≫ 



犯罪被害を学ぶ会
支援の現場から
二次的被害について

小島きぬ子

（公社）被害者サポートセンターあいち
理事 支援活動委員長



お話しする内容

１ 犯罪被害に遭うということ

２ 二次的被害について

３ 私たちにできることを一緒に考えましょう

４ サポートセンターあいちの支援活動
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突然犯罪被害に
遭ったら、どうなる
のでしょうか



犯罪被害者等が直面する問題

安全感の喪失

心身の不調 経済的不安

裁判 家族

社会からの孤立

二次的被害

＊犯罪被害者だけで解決できません
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国・愛知県と名古屋市の
犯罪被害者等支援条例の動き

◇平成１６年 犯罪被害者等基本法制定

目的：犯罪被害者等の権利利益の保護を図ること

◇平成３０年 名古屋市犯罪被害者等支援条例

施行

目的：犯罪被害者等の心に寄り添い、市民が安全で安

心して暮らせる地域社会の実現に寄与すること

◇令和４年 愛知県犯罪被害者等支援条例施行

目的：犯罪被害者等の権利利益の保護、受けた被害の
回復または軽減及び生活の再建を図る。犯罪被害者等
を支え、誰もが安全に安心して暮らすことができる社会
の実現に寄与する。
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被害後の日常生活への支障
＜下記は⼀例です＞

＜身体的な問題＞
・⾷欲減退・不眠・頭痛・めまい・吐き気・微熱・
腹痛・身体の痛み・身体のだるさ

＜精神的な問題＞
・起きたことが現実だと受け⼊れられない・集中⼒
がなくなる・感情のコントロールが難しくなる

・物音に敏感になる・また被害に遭うのではないか
とびくびくする

＜周囲の人から受ける問題＞・無責任な噂に傷つく
・人目が気になり外出できなくなる・心情に添わな
い安易な励ましや慰めに傷つく・まわりに心情を
話しても理解されない☛社会的な孤⽴
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「二次的被害」を
ご存知でしょうか

二次的被害とは・・・

犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者
等が被る経済的な損失、精神的な苦痛、心身の
不調、プライバシーの侵害等をいう。

名古屋市犯罪被害者等支援条例より 8



二次的被害は
なぜ起きるのでしょうか？

・被害者の抱える現状に対しての誤解や無理解

・被害者支援に関する情報不足

・自分の価値観で判断

・被害者への偏見（誤った認識）

・自分は被害に遭わないという思い込み 9



一緒に考えてみましょう
＜仮想事例＞
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近所の友人が、青信号の横断歩道を渡っ
ていたところ、左折してきたトラックに接
触し全治１か月の大けがを負いました。最
近退院したと聞きました。友人には小学
校低学年の子どもがいます。

あなたは、この友人にどのような言葉が
けをしますか？また今後どのようなこと
ができるか考えてみましょう。



心情に添わない不適切な
言葉や態度の例 Ⅰ

＊時期や状況、関係性によっても感じ方は異な

ることに留意の上参考にしてください

・「この程度のケガで済んでよかったね」

☛励ましのつもりでも、被害に遭うことによる

心身への衝撃は計り知れません。事件を小

さくとらえたり比べないでください

・「どうして車が来てないか確認しなかったの？

」の問いかけは行動を責める言葉になりま

す。 ☛被害者はご自分が悪くなくても、ご自

分を責めがちです。罪責感を強めないでくだ

さい。悪いのは加害者です
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心情に添わない不適切な
言葉や態度の例 Ⅱ

・「いつまでも泣いていないで、もう忘れた方が

いいよ」☛忘れることはできません

・よそよそしく遠巻きにする態度

・個人的な興味関心で根掘り葉掘り聞く

・被害者から聞いたことを本人の了解なしに他

の人に伝える

☛自分がされたら,嫌なことは人にもしない

言葉がけや行動する前に考えてください
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うれしかった言葉や態度の例

＊常に気にかけ見守っていることを言葉や態

度で表してくれた

・ただ黙って話を何回でも聴いてくれた

・一緒に泣いてくれた

・被害前と同じ態度で接してくれた

・買い物や夕食のおかずを届けてくれた

・学校や町内の役を一緒に手伝ってくれた

交代してくれた☛勝手に代わらない

・人目が気になり外出できなかった時、友人が

ランチに誘ってくれた
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・被害前の人間関係の延長でできることを考え

ましょう

・負担なくできる具体的な手助けを考えてみま

しょう。できない約束をしないこと

・地域の役立つ情報を調べて伝える

・適切な相談窓口を教える

☟ ☟ ☟

・名古屋市犯罪被害者等総合支援窓口

・愛知県犯罪被害者等総合的対応窓口

・被害者サポートセンターあいち
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心に寄り添った
まわりの温かさが回復を助けます



サポートセンターあいちの
パンフレットをお渡しください

＊犯罪被害者等早期援助団体として愛知県公

安委員会から指定を受けた民間支援団体

◇心の不調

専門家に話を聴いてもらいたい

☛臨床心理士によるカウンセリング

◇弁護士による法律相談 ☛電話・面接

◇付き添い

警察署・検察庁

裁判・証人出廷・代理傍聴

◇交通事故ご遺族の自助グループ例会
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地域の皆様の
支えが必要です



最後に・・・

犯罪被害者等の心に寄り添い、

地域社会で孤立させないように

それぞれの立場でできることを考え

皆で支えていきましょう

ご清聴ありがとうございました
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